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     午前１０時１分開議 

議  長（木村喜徳君） 出席議員定足数に達しました。 

 これより本日の会議を開きます。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 第１ 一般質問 

議  長（木村喜徳君） 日程第１、昨日に引き続き一般質問を行います。 

 針谷賢一君の質問を行います。針谷賢一君の登壇を願います。 

              （１７番 針谷賢一君登壇） 

１ ７ 番（針谷賢一君） 議長より登壇のお許しをいただきましたので、私がさきに通告いたしまし

た北藤岡駅周辺土地区画整理事業と北藤岡新駅設置についてお伺いいたします。 

 私は、この区画整理事業について３度目の一般質問をするわけであります。平成８年８

月５日に県の認可をいただいて本格的にスタートし、５年目が経過したわけでございます。

今現在、区画整理も担当者の熱意あるご努力の積み重ねにより、手順よく進められていま

す。区画整理事業手順を大きく分けますと１２項目あります。現在は、そのうちの７項目

めが既に実施されているわけですが、この７項目めの工事の実施まで、いかにスムーズに

到達するための努力が大きなかぎを握っていると思われます。特に地権者との調整です。

いかなる事業においてもそうだと思いますが、事業に従事する人の質と数、それと適切な

予算投入が成果を決めていくものであると思います。土地区画整理事業にあっては、この

点が特に重要かつ大切なポイントかと思います。個人の財産とのかかわり、そして市職員

との信頼関係が最も重要であります。そこで、第１回目の質問をいたします。１点目とし

て仮換地案の供覧状況について、２点目として仮換地指定の現状について、３点目として

区画道路等の現状について、４点目として建物移転の現状について、５点目として大雨や

集中豪雨による地区内の排水について伺います。 

 次に、長い長い懸案であります新駅設置についても、区画整理事業とセットで進行して

いるように思われますが、現況についてお伺いいたします。 

 以上、１回目の質問といたします。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

              （都市建設部長 須川良一君登壇） 

都市建設部長（須川良一君） 針谷議員の質問にお答えいたします。 

 最初に、仮換地案の供覧状況についてご説明いたします。供覧につきましては、区画整

理区域全体を３設計区に分けて実施しています。第１設計区は面積約３２．２ヘクタール、

地権者数３０４人で平成１１年２月から５月まで実施し、第２設計区は面積約３３．７ヘ

クタール、地権者数４０６人で平成１２年２月から１１月まで実施いたしました。残りの



第３設計区についても、面積約２６．８ヘクタール、地権者数１９０人で今年６月から７

月に行いました。現在のところ、関係地権者約９００人を対象とし、面積９２．７ヘクタ

ール全体の供覧が終了しておりますが、各設計区とも都合がつかず欠席された方について

は、随時北藤区画整理事務所にて供覧を行っております。 

 次に、仮換地指定の現状についてご説明いたします。第１設計区について平成１１年２

月から仮換地案の供覧を行い、地権者の皆様からご意見、ご要望をお聞きしました。その

後、地区内の排水状況を考慮し、水下である立石青年会館周辺から優先して工事を始める

べく、この街区より皆様から伺った意見、要望をもとに繰り返し調整作業を行い、立石青

年会館周辺について、平成１１年１０月１日に本事業最初の仮換地指定３０街区を実施し

ました。その後、同年１２月１４日に２回目、２７・２８・２９・３１街区、平成１２年

７月７日に３回目、２・３・１０・３２街区、同年８月２９日に４回目、９街区、引き続

いて平成１３年３月２７日に５回目、３４・３５・３６・３７・３８・３９街区の仮換地

指定を実施いたしました。現在までに、本事業の東部に位置する立石青年会館周辺とする

ＪＲ高崎線とＪＲ八高線に囲まれた区域、及び県営住宅付近を含む面積６．１ヘクタール

の仮換地指定が済んでおり、指定率は約１０％となっております。 

 次に、区画道路等の現状についてご説明申し上げます。区画道路等の整備は仮換地指定

の済んだ街区について、移転対象建物及び工作物等の補償調査及び移転交渉を行い工事実

施となります。本事業は仮換地指定の済んだ立石青年会館周辺について、平成１２年９月

１日に区画道路築造工事の起工式を行い本格的に工事を着手し、平成１２年度事業は区画

道路築造工事、延長３３２メートル、幅員６メートルの工事を実施いたしました。 

 次に、建物移転の現状についてご説明申し上げます。土地区画整理事業における建築物

等の移転補償は被補償者の速やかな生活再建と円滑な事業推進上、大変重要なものとなっ

ております。本事業は既に施行区域９２．７ヘクタールの仮換地案の供覧を平成１３年４

月に終了し、仮換地指定についても、現在、立石青年会館周辺とするＪＲ高崎線・ＪＲ八

高線に囲まれた区域及び県営住宅付近を含む面積約６．１ヘクタールの仮換地指定を実施

し、事業の進捗に合わせて指定済み街区より順次移転対象建物補償調査を行っています。

建物の移転は建物所有者に行っていただきますが、移転等に伴う補償金は市が委託した専

門のコンサルタント業者により建物等の調査を行い、県内統一の補償基準に従って算定し、

市から地権者に支払われます。また、商店等を経営されている方で、やむを得ず営業を休

止していただく場合は休業補償金が支払われます。移転工法の選定については、建物の構

造、換地の形状、移転の制約条件、移転の優先順位等を検討し、できるだけ従前の建物の

機能と効用を損なわない工法を採用します。ただし、この場合の工法は補償費算定のため

であり、自ら移転する場合の工法は建物所有者が自由に選択できます。このようなことか



ら、北藤岡駅周辺土地区画整理事業については平成１２年度から本格的に工事着手となり、

立石青年会館周辺を対象に建物移転６棟、アパート４棟を曳屋、新築１棟、取り壊し１棟

を実施いたしました。 

 次に、夕立等大雨による地区内の排水状況についてご説明申し上げます。北藤岡駅周辺

を中心としたまちづくりは、平成１１年２月から平成１３年７月まで施工区域を三つの設

計区に区分して、地権者約９００人を対象に仮換地の供覧を実施しました。その際、地権

者から駅周辺地区について、現状はＪＲ高崎線・ＪＲ八高線また国道１７号等の障害によ

り浸水被害が多く出ている状況の中で、雨水排水整備については何年をめどに計画されて

いるのかという強い意見や要望が数多く寄せられています。また、区画整理事業につきま

しては、平成１２年度から地区内の排水状況を考慮し、立石青年会館周辺から本格的に工

事に着手し、現在、区画道路の整備、建物移転等が進んでおりますが、雨水排水の流末整

備が遅れているため、応急的な対応は随時行っているが、大雨や集中豪雨の際、排水処理

に大変困っている状況です。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 企画部長。 

              （企画部長 田中信一君登壇） 

企画部長（田中信一君） 針谷議員の質問にお答えいたします。 

 ＪＲ高崎線北藤岡新駅の設置につきましては、昭和４８年から期成同盟会を組織し、国・

県及び関係機関に要望活動等を実施してきたところであります。また、平成１０年度には、

議員ご承知のことと思いますが、高崎北藤岡駅設置基本調査を実施いたしました。そして、

その新駅設置基本調査結果をもとに、平成１１年８月にＪＲ東日本高崎支社長宛に正式な

要望書を提出しております。また、例年実施しております藤岡市の主要事業要望活動にお

いて、本市の最重要課題として位置づけし、県選出国会議員及び国の関係省庁やＪＲ東日

本本社へ伺い、新駅設置についてお願いをしているところであります。また、群馬県の小

寺知事、企画部交通政策課及びＪＲ高崎支社にも期成同盟会と同様に要望活動を実施して

おります。さらに、本年４月より企画部企画課に新駅インター周辺開発係を設置し、ＪＲ

東日本高崎支社並びに群馬県交通政策課と合同で新駅設置に向けての勉強会を開催し、区

画整理事業の進捗状況や周辺地域の整備・開発状況などについて意見交換、情報交換を行

っておるところでございます。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 針谷賢一君。 

１７番（針谷賢一君） ２回目ですので、自席よりお伺いいたします。 

 聞くところによりますと、地権者約９００人のうち、約６５％、人数にして約６００人



の方が供覧に来たと伺っております。今後とも、まだ来ない地権者の方に対しても引き続

き働きかけをよろしくお願いいたします。 

 先日、富岡市の区画整理事業について伺ってまいりました。富岡市では総区画面積が２

０ヘクタール弱です。何とスタッフが１０人いました。予算も平成１２年度は４億円投入

しています。本市においては事業面積９２ヘクタール、スタッフは６人です。平成１２年

度予算は約１億円でした。まだまだ他市に比べると大変低い予算であり、また人員でもあ

ります。富岡市は公立病院付近も大変目覚しい発展を遂げております。藤岡市においては、

富岡市よりも人口も多いし利便性もいいはずです。それ以上に発展する要素を含んでいま

す。この点を十分考慮し、予算の投入、スタッフの増員などを検討していただきたいと思

います。 

 この間、地権者の方からこんな話を聞きました。私の土地は隣近所の要望をたくさん受

け止めたのだよ。その人は土地がとても広いのです。私の家のことは少々不満でも、周り

がよくなればいいんだよ。将来、便利な方がいいよ。こんなことを話しておりました。土

地区画整理事業は、住民の理解と協力のもとに円滑な事業促進が図られるものとうたわれ

ています。まさに住民の協力が大変必要なものと痛感いたしました。また、ここ三、四年、

区画整理内において水路の氾濫がたびたび起こっています。それは、今まで田んぼや畑が

遊水機能の代役をしていたのですが、いろいろと地権者の事情で宅地化が進み、増水傾向

になってしまい、時々民家の床下へ浸水してしまうことが年に何回もあります。ところが、

ここの区画整理内においては区画整理事業にのっとって実施されているため、水路を広げ

たりはすぐにはできない。しかし、豪雨があるたびに心配している家庭も十数軒前後あり

ます。このような事情を酌んでいただいて、一刻も早く事業を完了させることが解決策か

と思います。 

 そこで、２回目の質問をいたします。１点目として、仮換地案の供覧についても終了し

たとのこと。また、現在までに区画道路の築造工事、建物移転等が一部進んでいるわけで

すが、最近の地権者の反応はどうなのか伺いたい。２点目として、今後、当面の仮換地指

定、建物移転及び工事等の予定はどのように進めていくのか伺いたい。３点目として、富

岡市でも３棟の仮設住宅が既に使用されていますが、本市の仮設住宅予定について伺いた

い。４点目として、地区内の雨水排水が大変悪いようですが、雨水対策の現状と汚水対策

の現状についてもお伺いいたします。 

 なお、よく都市の発展のバロメーターは下水道の完備がいかに整っているかと言われま

す。参考までに、高崎市は約８０％、藤岡市は約２０％ぐらいの普及と聞いております。

全国平均は約６２％台だと聞いております。 

 それと新駅設置の件ですが、現状はわかりました。過去に新聞紙上で平成１６年度を目



安に開業したい旨が載っておりましたが、その点について伺いたい。また、ＪＲが長い間

はっきりしない回答をしているのは、採算が見込めないためではないか。まずは、乗降客

の確保が最重要課題かと思われます。担当課としては何かその辺の計画があるのか、また

今後の取り組みについてお伺いいたします。 

 以上、２回目の質問といたします。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

都市建設部長（須川良一君） ２回目ですので、自席から答弁をさせていただきます。 

 まず、最近の地権者の反応についてでございますけれども、北藤岡駅周辺土地区画整理

事業は平成１２年９月１日に区画道路築造工事の起工式を行い、本格的に工事着手となり

ました。また、仮換地案の供覧についても計画区域全体面積９２．７ヘクタールが終了し

たことにより、最近、関係地権者におかれましては土地区画整理の事業内容及び事業効果

について理解されてきております。実際に工事が始まったことにより道路が整備され、ど

の家々も幅員６メートル以上の公道に面するようになり、また排水設備が完備され、家庭

雑廃水は下水道へ、雨水排水は側溝等へと排水問題の解消や宅地の利用増進が図られるこ

となどが具体的に見えてきました。このようなことから、既に仮換地指定済み区域及び仮

換地案の供覧時において最も意見の多かったのは、事業が始まった以上、一日も早く進め

てもらわないと本事業に縛られて生活設計が立たないので苦慮している。このような意見、

要望が多く寄せられていました。 

 次に、仮換地指定と今後の事業予定についてお答えいたします。最初に、仮換地指定の

予定については、排水計画の急がれている第１設計区北東の２３街区周辺、また県営住宅

周辺及び北藤岡駅南側について調整作業を行い、順次仮換地指定を実施していきたいと思

います。 

 次に、建物移転の予定ですが、既に仮換地指定の済んでいるＪＲ高崎線とＪＲ八高線に

囲まれた区域については、本年度に引き続き進めてまいりたいと考えております。また、

県営住宅周辺についても来年度から実施していく予定です。 

 次に、平成１３年度事業の予定ですが、前年度に引き続き立石青年会館周辺を対象に区

画道路築造工事、延長約４００メートル、幅員６メートル、建物移転については７棟を予

定、そのうちの立石青年会館は、現在、新たな換地先に新築が進んでおり、１２月ごろに

は完成の予定です。そのほか、仮設住宅の建設、給水管埋設工事等を実施していきたいと

考えております。また、平成１４年度以降については、仮換地指定の済んでいる未整備箇

所を引き続き進め、新たに北藤岡駅南側周辺都市計画道路の準備等、順次事業の進捗を図

ってまいりたいと考えております。 

 次に、仮設住宅の進捗状況についてお答えいたします。仮設住宅につきましては、建物



移転をスムーズに実施するため、地権者に一時仮住まいをして利用していただく目的で建

設を考えています。平成１３年度事業で１棟の建設を行いますが、現在、建築確認申請等

の事務手続が済み、建設に向かって準備を進めております。建物の構造については木造平

屋建て面積約１３坪程度で、建設場所については、現在、区画整理事業を進めている立石

青年会館付近に計画しており、年度末には完成する予定となっております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 企画部長。 

企画部長（田中信一君） ２回目の質問でございますので、自席からお答えさせていただきます。 

 高崎線北藤岡新駅が平成１６年にも設置されるとの新聞報道の件でありますが、調査報

告書の中では、新駅設置時期について本調査以降の概略設計・詳細設計などの検討や協議

期間及び都市計画マスタープランの位置づけを考慮すれば、最も早い時期としては平成１

６年度ごろと仮定するところであります。これはＪＲや自治省（現総務省）などの協議が

順調に進んだとしての仮定のことでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、鉄道利用者の確保についてでありますが、第１といたしましては現在進行中の北

藤岡周辺土地区画整理事業の推進であります。昨年９月に起工式が行われ、建物移転や道

路の築造工事など、徐々にではありますが面的に整備が進められてまいりました。今後は

区画整理事業の進捗に合わせ、南口駅前広場やパーク・アンド・ライドのための駐車場の

確保を行うとともに、駅へのアクセス道路の整備、さらには駅を拠点とする周辺整備を行

い、駅と一体となったまちづくりを進めていきたいと考えております。また、新規の駅利

用者の確保につきましては、周辺地域に多くの人々が集まるような、例えば以前に進出が

取りざたされていた大型ショッピングセンター、近年、入学希望の多い福祉専門学校など

の誘致や設置を関係機関と協議し、実現に向けて努力していきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 上下水道部長。 

              （上下水道部長 荻野廣男君登壇） 

上下水道部長（荻野廣男君） 針谷議員の雨水対策の現状と汚水対策の現状について、お答えをいた

します。 

 北藤岡駅周辺土地区画整理事業区域内のうち、２０ヘクタールについては、平成１０年

に雨水及び汚水の公共下水道事業認可を受けて、鋭意事業の進捗を図っているところであ

ります。この事業を推進することによりまして、雨水排水の環境整備を図ってまいりたい

と考えております。雨水対策については、雨水幹線を区画整理事業区域から国道１７号を

横断し、１級河川烏川へ新たなはけ口を設けて排水する計画であり、現在、国土交通省高

崎工事事務所と実施設計書作成の委託について協議中であります。また、事業の早期着手



については強力に働きかけておりますので、ご理解をいただきたいと思います。汚水対策

については、汚水幹線の管渠布設工事を平成１２年度から着手いたしており、予定工事区

間延長のうち約２４％が完了いたしております。 

 以上、答弁といたします。 

議  長（木村喜徳君） 針谷賢一君。 

１ ７ 番（針谷賢一君） それでは、最後の質問をいたします。 

 新駅設置について、将来的には福祉専門学校等の誘致を考えているという大変いいお話

を聞きましたので、ぜひ努力していただきたいと思います。新駅設置について、立ち上げ

から既に２８年が経過しているわけでございます。いろいろと先人たちの大変なご苦労が

あったことと思います。やはり区画整理事業をさらにスピードアップすることが新駅実現

に結びつくものと思われます。ぜひ担当課同士十分協議を重ねていただきたいと思います。 

 このところ、税歳入の減少が目につくようになってまいりました。本市の固定資産税を

例にとってみますと、不納欠損額、平成１１年度は３０万円、平成１２年度は４８０万円

となっています。また、収入未済額、平成１１年度は５億６，８００万円、平成１２年度

は６億６，８００万円と多くなっています。今後もさらに多くなるような今の経済情勢か

と思います。このような状況を踏まえて、今後少しでも税歳入を増やしていく施策を進め

ていかなければなりません。そのためにも、この区画整理事業をさらに推進していくべき

ものと思います。土地区画整理後は市にとっては都市活動の発展、それに伴う税収効果が

大いに考えられます。最近はいろいろの業者が進出したい旨も聞いております。 

 そこでお伺いいたします。事業計画で示している事業の完了は平成２２年度となってい

ますが、あと１０年です。相当遅れていると思います。先ほど話しましたが、富岡市で約

４億円、渋川市で約９億円を投入しています。本市では昨年は１億円ぐらいでした。総事

業費１８０億円、今まで累計で約６億円前後を投入したと伺っています。いずれにいたし

ましても、まだ１７０億円は投入しなければならないわけです。年に１０億円投入しても

１７年はかかる予定です。しかし、事業予定はあと１０年です。今後は年にどのくらい予

算投入できるのか。できるだけ詳しい答弁をいただきたいと思います。 

 最近、地権者から市は何年に完了させる予定なのかという声がかなりあります。よく聞

かれます。地権者の中には高齢者の方もあちこちに目立ち始めています。少し不謹慎かも

しれませんが、当然相続という問題も発生するわけでございます。そこで、現在の経済情

勢もあると思いますが、何年ごろを予定しているのか、これも詳しく伺いたい。 

 それから、雨水及び汚水対策の現在の状況はわかりました。そこで、雨水及び汚水事業

の今後の進め方について伺いたい。また、今までの考えでは平成１７年度に北藤岡区画整

理区域に到達する予定であると伺っていますが、その辺はどうなのか。区画整理担当に聞



くところによると、下水道管が入るのを待っているため道路の舗装についても未舗装との

ことから、一日も早くお願いしたいので、その辺の回答もあわせてお願いいたします。 

 最後でありますので、市長と担当部長に答弁をお願いいたしまして質問を終わります。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

都市建設部長（須川良一君） 第３回目の答弁をさせていただきます。 

 平成８年８月５日付認可公告された事業計画によりますと、議員質問のとおり平成２２

年度が事業完了となっているため、残り１０年であります。計画では総事業費１８０億円

で、現在までに約６億円程度投資したことから、残り１７４億円程度必要となります。こ

の事業費を平成２２年度に完了させることは、財政的または物理的にも不可能ではないか

というふうに考えております。そこで、事業完了を例えば１０年延長して平成３２年度を

完了年度とした場合、年次投資額は８億円から９億円必要となります。このようなことか

ら、担当といたしましては平成３２年ごろを完了年度としたいと考えていますが、今後、

実施計画等において関係部署と十分協議をし、できる限り短縮できるよう努力していきた

いというふうに考えておりますので、今後ともご支援、ご協力をお願いいたしまして答弁

とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 上下水道部長。 

上下水道部長（荻野廣男君） 下水道事業における雨水及び汚水幹線の今後の計画について、お答え

いたします。 

 雨水幹線については、１級河川烏川の樋管及び堤外水路実施設計に基づき、平成１４年

度に国土交通省高崎工事事務所に工事の委託をお願いし、平成１５年度から区画整理事業

区域までの実施設計及び工事施工の実施を計画いたしております。また、汚水幹線につい

ては、平成１２年度の工事に引き続き管渠の布設を実施していく予定であります。雨水・

汚水幹線とも北藤岡駅周辺土地区画整理事業との協調を図りながら、平成１７年度末には

区画整理事業区域の一部が供用開始できるよう、関係部課とも十分調整を行いながら事業

を進めてまいりたいと思っております。 

議  長（木村喜徳君） 市長。 

              （市長 塚本昭次君登壇） 

市  長（塚本昭次君） 針谷議員の質問にお答えいたします。 

 先ほど来、針谷議員のご指摘の幾つもの課題については、行政としても鋭意努力をして

いるところでございます。もともとこの区画整理事業の問題は飛び地の市街化区域の指定

に始まり、そしてまたそれに伴う新駅設置の問題とあわせて、あそこにあえて市街化区域

を設定したわけでございます。それから、数十年今日まで経っておるわけであり、なかな

か実施ができなかった。こういう点において、私も就任以来、その問題は藤岡市として区



画整理事業がこの都市で一つもない。岡之郷が晴れて、そしてこの北藤岡駅周辺の区画整

理事業の実施というものは非常に大きな課題として行政としても取り組んでいかなければ

いけないのではなかろうか、こういうふうに思っておったところでございます。いろいろ

実施に当たっては、非常に反対もあり、なかなか難しい事業でありますけれども、しかし

これを突破して越えていかなければならないというふうにも感じておりまして、この問題

について地域住民の真の意味で、いいまちづくりのご理解ができるような、そういう施策

の中で進めてまいります。 

 ようやく着工してまいりまして、今、針谷議員がご指摘するような課題が今後の課題と

して残ってくるわけであります。したがって、新駅の設置も含めて、この問題は藤岡市の

課題として大きな課題でもございますので、予算等についても許せる限り進めていかなけ

ればいけないのではなかろうかというふうに思っております。また、新駅についても、私

が就任したときには、この駅が幻の駅で終わってしまうのではなかろうか、長い間、期成

同盟会でいろいろな形でこの推進をしてきたけれども、幻の駅で終わってしまうのではな

かろうかということもありました。それならあきらめたらどうだというような声もいろい

ろありました。しかし、これは長年の藤岡市の悲願でもございます。藤岡市として、北に

そうした玄関口が最も大切であるということでございまして、ＪＲのいろいろな内情、い

ろいろな問題について協議、検討をさせていただき、ＪＲとしての考え方を聞かせていた

だく。とにかく採算に乗らない新駅はつくれない、こういうところでもあります。したが

って、それをどう達成するかということが非常に課題である。その中に私どももＪＲ八高

線の活性化も含めて、そして進めるべきだ、こういうＪＲの内々のそんな話も聞かせてい

ただきました。 

 そして、それではＪＲ八高線の活性化も２０分に１本ぐらい通れるＪＲ八高線が藤岡市

民のためにも本当に必要である。それには、やはりシャトル化というか、南藤岡駅設置と

いう問題も大きな課題として並行して考えていくべきだろう、今、こういう形で進めてい

るところでございます。いろいろご議論ございますけれども、私は一つの事業が完全に実

施できる、そしてその目的に向かった、その事業実施に当たっての考え方というものを、

いつでも追求していかなければいけないというふうにも思っておりますので、議員にもぜ

ひご協力を賜って、そしてこの事業の推進に当たっていきたいというふうに思っておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上、答弁といたします。 

議  長（木村喜徳君） 以上で、針谷賢一君の質問を終わります。 

 次に、笠原史嗣君の質問を行います。笠原史嗣君の登壇を願います。 

              （１０番 笠原史嗣君登壇） 



１ ０ 番（笠原史嗣君） 議長より登壇の許可を得ましたので、さきに通告してあります藤岡市の行

財政改革について現在の進捗状況と今後のスケジュールについて、１回目の質問をさせて

いただきます。 

 藤岡市は、平成７年に策定した藤岡市行財政改革大綱により行財政改革に努めてきたと

ころ、社会情勢の変化や地方分権一括法の施行に対応していくため、自らの責任において

さらなる改革を進め、市町村間の競争が始まる２１世紀の地方自治体に求められる住民の

参画と信頼に立脚した行政運営を目指すものである。このため、大綱の精神をもとに下記

のとおり指針を示し、より積極的な行財政改革の推進に努める、と平成１３年から平成１

５年度行財政改革実施計画に当たっての指針が私たち議会、そして市民に示されたわけで

ございます。そこで、藤岡市の平成１３年度より取り組んでいる行財政改革ですが、全部

署を挙げて取り組んでおられることと思います。国でも、小泉首相のもとに聖域なき構造

改革を断行するために、さきの参議院選挙において国民に訴え、圧倒的な支持を得られま

した。これにつきましては、この先の日本国の存続のために国民が一丸となり国を救おう

という意思のあらわれに感じ取れます。その中で、藤岡市も市長の意思のもとに構造改革

を掲げて今年度より取り組んでいるわけですが、この藤岡市の行財政改革を立ち上げた根

拠を、まず藤岡市をすばらしい都市としてつくり上げようとして市政を担っている市長に

ご答弁をいただきたいと思います。そして、市長より指示を受け藤岡市の行財政改革の今

年度の状況と、今後どこまで担当部長が部下の職員に伝えて実行するつもりなのかをお聞

かせいただきたいと思います。 

 さきの決算委員会でも答弁がありましたように、藤岡市は職員の資質向上、研さんを高

め、市民に対しての住民サービスを拡充するための研修を積んでいることを執行部のご答

弁でお聞かせいただきました。まさにこれから混迷を続ける日本を立て直すべく、国民の

一番身近にいる行政マンが率先して市民のために研修を積んでいるものとお察しいたしま

す。また、この数々の研修の成果を生かしていくためにも、ぜひとも今回打ち出した藤岡

市の改革案をすばらしい市民利益へと導くべく、日夜市民のために頑張っていただいてい

る今までの成果を、これだけ熱意があり実践していくのだという気持ちを込めてご答弁を

市長・担当部長にお願いいたしまして、１回目の質問にかえさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 総務部長。 

              （総務部長 新井千文君登壇） 

総務部長（新井千文君） お答えを申し上げます。 

 最初に、本市におきます行政改革の現在の状況とスケジュールについてでございます。

本市におきましては、平成７年に策定いたしました藤岡市行政改革大綱により、行財政改

革の推進に努めてまいりました。この大綱の精神をもとに、平成１３年度を行財政改革元



年として位置づけ、一昨年より庁内検討組織藤岡市行財政改革検討委員会において検討を

行い、あわせて藤岡市行財政改革市民委員会において市民の目線からのご意見をいただき、

平成１３年度をスタートとする平成１５年度までの藤岡市行財政改革実施計画を策定いた

しました。この実施計画書は藤岡市行財政改革大綱に基づき、１１の主要事業を柱として

３カ年の具体的な実施計画を策定し取り組みを進めております。実施計画は市民サービス

の向上、経費の節減、使用料等の見直し、事務事業の見直し、給与の適正化、情報化及び

民間委託の推進など５８項目を取り上げ、取り組んでおります。 

 現在の進捗状況でございますが、本年５月に行財政改革実施計画にかかわる担当課のタ

イムスケジュールを作成し、実施に向け具体的に取り組みを始めたところでございます。

これまでの主な取り組みの成果でございますが、市民サービスの向上といたしまして、総

合窓口の設置によりワンストップサービスの実施、各種申請書の記入方法や案内をわかり

やすくするためのフロアマネージャーの配置、市役所から遠い美九里・日野公民館に市民

サービスセンターを設置、転入・転出の多い３月から４月にかけてＮＴＴ・東電・郵便局・

都市ガスなど公共関連機関の特設窓口の設置等がございます。特に総合窓口の設置は県内

１１市の中では初めての取り組みでございます。 

 次に、時代に即応した組織・機構の見直しといたしましては、市長部局にボランティア

団体を育成、調整する組織といたしましてボランティア支援係を設置いたしました。情報

化の推進といたしましては、国庫補助事業である地域インターネット導入促進基盤整備事

業により、庁内ＬＡＮを全庁的に拡大するとともに、各公民館等の出先機関との間をイン

ターネットを介して接続し、地域住民との双方向ネットワークの確立を図る事業が今月末

に完了する予定であります。また、給与の適正化の中では５６歳以上の職員の昇給延伸や

退職手当の一部引き下げを実施いたします。今後のスケジュールについてでございますが、

現在５８項目中８項目が実施済みとなっておりますが、残りの項目につきましても、さき

に申し上げました行財政改革実施計画担当課タイムスケジュール表によりまして、平成１

５年度までに行財政改革の推進に取り組んでまいりたいと考えております。 

 それから、２点目の市長への行財政改革への考え方ということかと思いますが、私の方

から先に答弁をさせていただきます。現在、地方分権が叫ばれる中で、国や地方財政は大

変厳しい状況にございます。経済の右肩上がりの神話が崩れまして、今、限られた財源の

中で有効な予算執行が求められていると思います。それに加えまして、少子・高齢化の中

で医療・年金・福祉の予算等につきましては、自然増だけでもかなり大幅な予算の増額が

予測されるわけでございます。このような背景の中で、市民サービスの低下を招くことな

く行財政の運営をするためには、改革をしていくしかないと考えております。時代の変化

によりまして不要となった事業のスクラップなどを通じて、新しい時代へ対応していかな



ければならないと思っております。改革につきましては、この計画に限らず不断に実施さ

れる必要があると考えております。改革に当たりましては、いろいろな意味での抵抗等も

あると思いますけれども、可能な限り各部へ働きかけをしていきたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 市長。 

              （市長 塚本昭次君登壇） 

市  長（塚本昭次君） 笠原議員の質問にお答えをいたします。 

 今日の我が国の状況、また地方自治というものがどうあるべきかということは、議員各

位も非常に憂い、心配をしているところでありますし、また私も就任以来、この行財政改

革というものは、今、小泉内閣が掲げておるようなことも提言をしながら，この行政を進

めてきたつもりでございます。構築された行政というのに改革をするということは，なか

なか大変なことでございます。そしてまた、それはそれぞれの意識が改革できなければ、

その改革に向かった本物の改革がなかなかできない、そういう意味でも，やはり意識改革

も大切なことである。それは一朝一夕にはできないかもしれないけれども、事例、そして

そういうものの事業を進めていく上にそのことが必要であるということで、その以前から

改革をしてきたつもりでございます。前例とか慣例とかいろいろありますけれども、そう

いうものを突破して、そして新たな時代。そして今日まで、バブルが崩壊して右肩上がり

の時代から本当に低迷するこの中で、これからどうあるかということも想像しながら私は

進めてきて、まずそこには市民が真の意味で住民自治というものをしっかり踏まえて、市

民が考えていること、また市民参加型の行政をしながら、そしてそこに藤岡市の未来のあ

り方というものも追求していくべきだと思っております。 

 意識改革をするのには、毎月１日には朝礼をやっておりますけれども、その中で、やは

りみんなでその朝礼に参加して、そして今の時代とか、あるいは自分たちの考えているこ

とを朝礼の中で発表したり、そういうところから少しずつ意識改革をしていく。あるいは

市民参加の行政改革による懇談会等を持ちまして、そして市民がその問題にどういう意識

を持っているか、それからどういうものを願っているか、これらの問題についてもやはり

行政の皆さんはそういう議論の中から考えていかなければならない、こういうふうにも思

って、いろいろなことをやってきたつもりでございます。これから、ますます分権化が進

んでくる中では、先ほども笠原議員が申し上げておりますけれども、市町村間の格差がそ

の行政のあり方によって相当変わってくるだろう、そしてそこに優劣がついてくるのでは

なかろうか、それは市民にとって最も大事なことでありますし、そしてその分権化が進む

中では、市民の主体性のある、あるいは自主性のある、そういう行政のあり方というもの

を市民の皆さんに提示しながら、そして、今、厳しい税制の環境も解決していくべきだろ



う。 

 民間は、リストラ、リストラ、リストラでここ一つの会社が本当に２回も３回もそうい

うものをやってきております。残念ながらこの日本の構造の中では、役人といったらどう

かわかりませんが、官庁ではなかなか地方公務員法からリストラするというわけにもいき

ません。したがって、適材適所にどういう配置をして、そして年次を分けてだんだん削減

しながら固定経費を削減していかなければいけない。常に事業を進めていく上において、

バランスのとれた、本当に民間もそれから藤岡市も言ってみれば株式会社みたいな発想の

中になければいけないと思います。しかし、そういう問題も少しずつ意識が変わってきて

いると解釈しているわけであり、そうした形の中でこれからも進めていきたいと思ってお

ります。ぜひ議員各位におかれましても、いろいろご議論をいただきながら、そしてそれ

が本当に真の意味の議論であって、それが空論だとか空想にならないような、そして実現

化できる一つのものにしていかなければいけないということでございますので、議員各位

にもご協力を賜りますようお願いを申し上げて、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） ただいま市長よりご答弁をいただきまして、大変感銘を受けるとともに、

真っすぐな気持ちでこの改革を進めていくのだというのが十二分におっしゃる言葉からは

理解できるのですけれども、先ほど一番最後の方に述べられた中で議論ができる環境づく

りと言いますが、前日の一般質問でもなかなか見解の相違だという言葉の中で議論に全然

ならないのではないか、先ほどの答弁からしますと、ちょっとおかしいのではないかなと

私は考えるのですけれども、２回目ですので質問をさせていただきます。 

 今回の行財政改革の中にあります行財政改革推進上の主要事項について、１０番目公共

工事関係なのですけれども、こう書かれております。「公共工事については地域の実情や生

活者の視点を勘案しつつ、適切な設計単価・予定価格の設定等を行うことにより、コスト

縮減に積極的に取り組むこと。また、工事にかかわる入札、契約手続とその運用について、

指名競争入札の手続の透明性と公平性の確保や、適切な入札方式の採用等の改善を進める

こと。」こう書かれております。その中でも、指名競争入札の手続の透明性と公平性の確保

や適切な入札方式の採用等の改善を図ること。また工事の計画、設計段階での見直しや発

注の効率化、その他の業務委託等の契約の統一化を図るとありますが、藤岡市は改革はこ

れからでいろいろと検討を進めている。前日の類似の質問等もあった中でちょっと重複す

る部分もあるかと思うのですけれども、５月より公共工事のコスト縮減に対しての改革検

討委員会ができているというお話で聞きましたが、藤岡市の議会も経済建設常任委員会で

１１月に入札改革の先進地の横須賀市の方へ視察に行ってまいります。我々議会も行くわ

けですが、横須賀市といえば日本の中で、今、かなり先進地ということを言われているの



ですけれども、行政側の方はこれについて何らかの情報収集等、その辺をしているのかど

うかお聞かせ願いたいと思います。また、横須賀市について、その改革についてどう思わ

れるか、これについても伺いたい。 

 また、市長につきましては、元建設会社の役員であられましたから業界のことには十二

分に精通していると思います。私の方も家業がそういう形で工務店というものをやってお

ります。地元の業者の育成や雇用の問題、建設産業の必要性は私自身も重々承知しており

ます。しかし、現在、藤岡市の公共工事において大型の工事が２件ほど行われていますが、

プールと病院でございます。どちらも地元に税金を納めている指名業者で工事が十分に行

えるものと私は考えるのですけれども、なぜ大手のあえて外のゼネコンに発注する必要性

があるのか、大変甚だ疑問に思います。これについては、どうお考えでしょうか。現在、

これだけ経済状況が悪いご時世で、地元に対してどれだけの経済効果をもたらすことがで

きると考えているのでしょうか。 

 私はよく話をするのですけれども、例えば私自身が発注者の場合で民間のあるＡさんの

１００平方メートルの舗装工事をするときと、行政側が同じ条件のもとで１００平方メー

トルの舗装工事をするときに、単価がまるっきり違ってしまうのです。例えば、とても簡

単なものでいきますとトイレ、きのう竹沼のお便所の方が入札執行されたという話を聞き

ましたけれども、中の陶器のお便所が民間で買うものと行政が買うものとまるっきり違う

ものなら別なのですけれども、まるっきり同じメーカーで同じものであっても値段にかな

り格差が出てしまう。細かいことかもしれないのですけれども、こういうところの観点か

らやはりコスト削減というものを見直していくことが重要なのかと私は考えております。

コストの意識自体を、縦割り行政という中で、国・県・市町村という部分がある中で、あ

る程度積算単価的な見直しというというのがなかなかできないというお話も聞くのですけ

れども、率先してその各地方自治体が自分たちで積算基準単価を求めることはできると思

うのです。だから、これだけの改革案をせっかく出しているのでありますから、そういう

ところからも、ぜひとも委員会で見直しをどんどん図っていっていただきたいと私は考え

ます。 

 それでは、要点を絞って質問をさせていただきますが、まず１点目、横須賀市の入札改

革について率直な意見を聞かせていただきたい。また、参考にして取り入れる部分はある

のか、それにつきましてもお伺いします。２点目、公共工事のその物件ごとの工事の積算

単価の見直しをどのように考えているか。これは例えば、藤岡市は、今、実情でいくと建

築工事などはほとんどないと思います。土木工事が９割程度とお話では聞いております。

それにつきましても、ある程度単価見直し等を考えていくことはできるのか。これは、あ

る程度業界側との例えば意見承知等も必要なのかもしれませんけれども、その辺について



お聞かせ願います。３番目、電子入札や受注希望型指名競争入札を取り入れるお考えはあ

るのか。今週の新聞にも載っておりましたように、利根村の桑原村長のところではやはり

来年度４月から実施をするということで、入札の透明性や公平を確保するため１番目とし

て予定価格、これは入札時の上限価格です。それと最低制限価格、これは同下限価格、そ

れで全業者の応札価格、これは指名された業者がどういう金額を出したか、それと落札価

格の事後公表をしっかりしていく。その２番目として、発注見通しや入札日時などを村の

広報紙や業界紙を通じて事前公表をする。ある程度今年度はこれだけの事業をしていきま

すということを広く業界の人たちにやっていく。その中で業界の人たちがランクを分けた

中、藤岡市も４ランクに分かれていると聞きますけれども、そのランクにはまっているの

であれば、だれでも参加できるようにして競争をさせるということです。最低制限価格は

決まっていますから、そこの部分が積算段階の時点でかかってくると思うのですけれども、

その辺についてお聞かせ願います。そして４番目、藤岡市の指名でなぜ県外の大手ゼネコ

ンを指名しなくてはならないのか、これについて明確な答弁をお願いします。５番目、工

事の計画・設計段階での見直しとはどの辺を基準にするのか。住民の意見等、住民投票な

どの発議でもちゃんと見直す気があるのか。６点目、今年度の公共工事の改革は計画でど

こまで進めるつもりがあるのか。７点目、なぜ公共工事のコスト削減が叫ばれているのか。

また、コストを下げることによってどのように地域社会に還元されていくとお考えでしょ

うか。８点目、公共工事のホームページでの情報開示をどの程度行う予定が今後はあるの

か。以上８点をご答弁願います。大変わかりやすく、適切なる答弁を切にお願いいたしま

す。 

 続きまして、一般質問に通告してありますスポーツ政策について質問をさせていただき

ます。まず、現在の藤岡市が行っているスポーツ政策の現状と考え方をお聞かせください。

群馬県でも今年度より第五次スポーツ政策が発進され、元気な群馬ということで、まだ向

上期間というか、ある程度意見を広くとった中で、しっかりとした形のものが今年度中に

多分でき上がるのではないかというお話なのですけれども、元気な群馬をつくり上げよう

という趣旨のもとに、国の総合スポーツクラブ政策の各市町村に呼びかけをしていくよう

な形で考えておられるそうです。また、学校体育と社会体育との連携等が昨今よく言われ

ていますけれども、藤岡市では現状はどのような状況でその部分が連携されているのか等、

２回目の質問にかえさせていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

議  長（木村喜徳君） 総務部長。 

総務部長（新井千文君） お答えを申し上げます。 

 最初に、横須賀市への藤岡市職員の関係でございますが、５月だったと思いますが、総

務部の職員を視察に派遣いたしまして、横須賀市の入札の状況等、あるいは電子市役所化



の状況等について視察をさせております。それで、横須賀市の入札方法への意見というこ

とでございますけれども、インターネットによりまして入札等を行うということでござい

ますが、事務の簡素化だとか、それから競争性が高まったというふうに言われております。

また、横須賀市につきましては、人口が４３万人、当市とはかなりいろいろな条件が異な

っております。評価できるものもあると考えておりますけれども、藤岡市あるいは市内企

業のＩＴ化の状況だとか、技術力の問題だとか、いろいろ差がありますので、今の段階で

横須賀市方式をすぐに導入するということは無理ではないかと思っておりまして、昨日も

申し上げましたけれども、委員会の中で検討させていきたいと思っております。 

 次に、単価の見直しということでございますけれども、国の単価や県の単価につきまし

ては、いろいろな統計学的にも統計の数字を駆使して設定しておりまして、市単独の単価

設定につきましてはその根拠が問われるわけでございまして、非常に課題が多いと思って

おります。 

 それから、受注希望型の入札の関係でございますが、これにつきましては一般的には一

般競争入札と指名競争入札、あるいは一般競争入札の中には公募型とか条件つきとか、い

ろいろございますが、メリット・デメリットはそれぞれ言われております。そういう中で、

例えば一般競争入札につきましては、広範な参加機会が得られる、競争性が高まり経済的

な価格で発注できる、談合の防止に一定の効果が期待できるというようなメリットがある

と言われております。デメリットにつきましては、施工能力の劣る業者や不誠実な業者を

排除することが困難である、過当競争ダンピングの発生による質の低下を招くおそれがあ

る、入札審査や施行監督等の事務量が膨大となる、受注に偏りが生ずるおそれがあるとい

うようなことが言われております。こうした問題につきまして、課題といたしまして委員

会の中で検討させていきたいと考えております。 

 次に、大手ゼネコンというような話でございますが、病院等の問題でございますけれど

も、これにつきましては前の議会でも申し上げましたけれども、技術力だとか施工能力あ

るいは担保能力、そういったさまざまな理由によりまして指名をさせていただいたわけで

ございます。 

 次に、５点目の質問、趣旨がちょっと不明確なのですが、住民投票を導入するかどうか

ということであれば、今のところそのような考え方はないということでございます。 

 次に、今年度中の改革についてどうなのかということでございますが、いろいろな課題

が多いということもございまして、慎重な検討をしていかなければならないと考えており

ます。今年度については、導入はちょっと無理ではないかなと考えております。 

 それから、７点目のコスト縮減が地域社会へどう還元されていくのかということでござ

いますけれども、新しい行政需要として少子・高齢化に伴う福祉への対応だとか、環境問



題・教育問題等が、今、課題になっているかと思います。そういった意味でコスト縮減と

いうことが図られれば、そういうような面で市民に還元できるのではないかと考えており

ます。 

 それから最後に、公共工事のホームページでの開示の件でございますけれども、この問

題につきましては、ホームページの充実とともにその範囲等を含めまして検討をして、そ

ういった方向で進めていきたいと考えております。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 教育部長。 

              （教育部長 斎藤稔一君登壇） 

教育部長（斎藤稔一君） 笠原議員の質問にお答えさせていただきます。 

 本市におけるスポーツ政策の現状ということでご質問をいただきました。議員ご案内の

とおり、近年、余暇時間の増大と平均寿命が延びたことによる多様化社会あるいは高齢化

社会というふうに言われております。そうした中で、生涯スポーツへの市民の関心も年々

高まっております。現在、本市におきましては、藤岡市体育協会に２９の各専門部がござ

います。そして、３０１の団体が活動をしております。子供から高齢者が参加できる種目

をそれぞれの専門部等と連絡をとり、各種のスポーツ大会や教室などの事業実施をしてお

ります。 

 ちなみに、平成１２年度においての状況を申し上げますと、市教育委員会が関係する大

会を６４大会実施、延べ人員にしまして１万６０人の参加を得ております。各種大会が盛

大に行われているというふうに考えております。なお、北中サッカー部の全国大会出場あ

るいは町内野球では芦田町が県大会で準優勝、また今年度におきましては、少年野球で神

流リバースが県大会準優勝等の活躍をし、成果を残しております。また、初心者の方を対

象としたスポーツを気軽に楽しめるような各種２１の教室を実施しております。昨年は、

健康体力づくりに効果的な有酸素運動を考え、中高年層を対象にだれでも気軽に始められ

る運動として水中ウォーキング教室も実施をいたしました。今後は、多くの市民が体力の

維持増進を図ることができるように、時代のニーズに合った多種目型・健康型教室の実施

等の検討をしていきたいと考えております。 

 施設面におきましては、あかぎ国体を契機に庚申山総合公園や烏川緑地スポーツ広場・

藤岡総合運動公園を整備し、また現在、神流川グラウンドにサッカーコート２面を整備中

であります。地域スポーツ活動では、小・中学校の体育施設の開放を行っており、小学校

では５２チーム、中学校では２３チームの計７５チームの登録があり、盛んに活動してお

ります。健康志向の増大により、スポーツへの関心がますます高まる中で、子供から高齢

者までがだれでもスポーツに気軽に参加し親しむことができるように、スポーツの機会・



場を設け、広く市民の間にスポーツを普及し、青少年の健全育成、健康の保持・増進、体

力の向上及び生活の活性化が図れるように努力をしていきたいと考えております。 

 次に、２点目の質問ですが、学校体育と社会体育の連携についてでありますが、藤岡市

では平成６年から小学校部活が社会体育に切りかえ始めております。平成１１年度から１

１校の全小学校が学校体育から離れ、社会人及び父母会らの指導者にかわっております。

小学校のスポーツは、ほとんどがスポーツ少年団に登録されております。現在、９種目の

３５団体で団員数が７７８人おり、１０１人の指導者が登録され活動しております。中学

校においては、競技種目により社会人より指導者を招いて技術力の向上等を図っておりま

すが、まだわずかなのが現状であります。社会体育につきましては、各小・中学校の体育

施設を開放し活動場所の調整をしており、利用団体も今後ますます増えると予測をしてお

ります。これからは指導者を養成し、その資質の向上を図り、指導者の有効活用等を十分

図っていきながら、なお一層学校体育と社会体育の連携を進めていきたいと考えておりま

す。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 笠原史嗣君。 

１ ０ 番（笠原史嗣君） ありがとうございます。さっき横須賀市につきましては人口が４３万人ほ

どいるので、７分の１がこちらの人口ですので、私どもの市と比べれば約７倍人口が多い

し行政規模も違うのでしょうから、その辺がある程度多種多様の中でできるのではないか

というご判断のご答弁だと思うのです。そういいますと、先ほど私の言いました利根村な

どはまさに横須賀方式のいいとこ取りみたいなところで、大変コンパクトにまとめてわか

りやすくやるわけなのです。これは来年４月からということで向こうは予定しているらし

いのですけれども、私自身もこれはまたどういう状況なのか視察に行ってみたいなと自分

自身考えているのです。先ほど横須賀市について聞いたのですけれども、人口規模が違い

過ぎるのでちょっと難しい。片や利根村といえば、私は今の人口はわからなのですけれど

も、かなり人口が少ないと思うのです。そういう中で、では逆に利根村について新聞でコ

メントされている部分については、どのように考えるのでしょうか。まず、それを１点お

聞かせください。 

 それと、先ほどの受注希望型指名競争入札の部分、一般競争入札の中にこの受注希望型

があるという形で私もとらえていますけれども、そうなった場合のときにいろいろな弊害

があるということで言われたのです。これをやっていく中では、横須賀市のものを見ると

手持ち件数制限というものもあるらしくて、４件以上になってしまうと今度その公募入札

の方にはあえてかかっていかないらしい話を聞いているのですけれども、その辺も含めて、

入札制度の部分について聞きたいと思います。 



 あと、先ほど５点目で工事の計画・設計段階での見直しとはどの辺を基準にするのか。

住民の意見等、住民投票などの発議でもちゃんと見直す気があるのかということについて

は、今のところないということなのですけれども、藤岡市が出しています行財政改革実施

計画の中の細目の部分になるのでしょうか、実施計画の部分の中の、経費削減の欄のとこ

ろに書いてあるのです。公共工事コスト縮減対策の確立と競争性の高い入札の高価格的の

実施を行う。また工事の計画・設計段階での見直しや発注の効率化、その他の業務委託等

の契約の統一化を図る。ここで見直しという部分が書いてあるので、今、検討されている

のだとは思うのです。どの時点の部分で私はそういうことをするのかという部分を聞きた

かったので、今、実際にあるものを見直すのかどうこうということで聞いてはいません。

その辺について今のところないというご答弁でいいますと、ただぼやけてしまいますので、

一応藤岡市が出している部分の中に見直しやということで書いてありますので、どういう

ときに見直しを図るつもりでいるのかという部分を想定してお答えをしていただきたいと

思います。 

 とにもかくにも、５月から公共工事のコスト削減対策委員会、そのようなものが立ち上

がって、何回ほどされているのかわからないのですけれども、今、何回ぐらいして、月に

どのくらいのペースでやっていくのか。今、大枠の目標でやっていくのか、大体重点を絞

ってやっていく方がいいと思うのです。最終的にはコストを削減するために何かといった

ら、積算の単価とか入札方式によってやはりコストを下げていかないとできないと思うの

です。漠然としてしまっているのですけれども、多分その辺のことであれば、これは来年

度からでも実施できるのではないか、私はこう考えるのですけれども、それにつきまして

部長、そしてそこの部分につきましては先ほど市長が第１回の答弁のときに述べていただ

きましたので、大変前向きに改革をとらえられていると思いますので、その部分をぜひと

もお聞かせいただきたいと思います。公共工事関係につきましては、これにて質問を終わ

らせていただきます。 

 先ほど教育部長の方からお答えをいただきましたスポーツ関係の方なのですけれども、

大変藤岡市の現状がよくわかったわけなのです。今、小学校が１１校すべて、スポ少の部

分だと思うのですけれども、社会人の指導者の方たちに対して指導を受けてやっている。

それで、指導をされた子たちが中学校に行ってまたやっているわけなのですけれども、そ

こにつきましては私も聞いているのですけれども、一部野球とかほかの部分でも学校外の

人が来て、今、熱心に教えていただいているというお話も聞いています。今後とも学校開

放をした中、また設備もそうですけれども、しやすい環境をぜひともまた進めていただき

たいと思います。 

 そこで、先ほどちょっと触れましたが、総合スポーツ型クラブの分なのですが、現在、



国と県で進めている総合スポーツクラブについてなのですけれども、藤岡市は大変スポー

ツが盛んだということは私もよく認識しているのです。これはよく市長がお話する中で、

当時昭和５８年のあかぎ国体のときにサッカー場が整備されまして、現在も今年度２面を

整備しているわけです。これは群馬県の協会でもそうですし、ほかのところどころに行っ

ても藤岡市はすばらしいと言われるのです。なかなかほかの各県などに行きますと、国体

会場よりサッカー会場になってしまうと大体つぶしてしまって、１面ぐらい残して、あと

はほかのものに利用してしまうということなのですけれども、その点もあってか藤岡市は

結構大きい大会とかそういうものが誘致されてきてやっているのだと思うのです。その辺

につきましてのハード整備については大変敬意を表するとともに、頭が下がる思いなので

す。そういうこともあってか、小学校とか中学校とか、大変サッカーが盛んな土地柄です

から、大変優秀な選手も育っている。野球についても、先ほど少年では神流リバースとか

社会人では芦田町、これは中学校の部分になるのか藤岡ボーイズなどもかなり活躍されて

いると思います。ソフトについては藤岡女子高等学校がもう全国レベルで、大変いろいろ

なスポーツが盛んです。最近でいきますと、この間、世界選手権で群馬スイミングの方で

出た方もいらっしゃいますし、それぞれいろいろなアスリートも育っているのかなという

環境があると思うのです。これはもちろん大前提に今までの少年から教えている指導者の

方たちとか教職員の方たちが指導してくれて、熱意があってのことだと思うのです。 

 今後なのですけれども、現在までに統括に体協という部分があって、先ほど２９機関あ

ると言っていましたけれども、ほとんどそこの部分が賄ってきたのが全国各地のスポーツ

の発展の一番の寄与しているところだと思うのです。最近では、総合型スポーツクラブを

重点的にやっていって、ある程度体協は体協でいいのですけれども、体協も取り入れた形

の新たなスポーツのコミュニケーションづくりというものが、今、進んでいるわけです。

群馬県では粕川村と、このすぐそばの新町などは、太田市と同時期ぐらいに全国のモデル

事業の中の一環に加わっているのです。これは小出さんという方がやっているのです。そ

ういう形で、今、各市・全国、群馬県では太田市・粕川村・新町あたりが率先して取り組

んでいるのです。 

 そういう中でその総合スポーツクラブの位置づけというのですけれども、簡単にちょっ

とどんなものかというのが用語解説の分で言います。もともとヨーロッパを中心に発達し

たスポーツクラブの形態で、地域住民が自主的に運営し、子供から高齢者・障害者までさ

まざまなスポーツを愛好する人々が参加できる。こうしたスポーツクラブは地域における

日常生活でのスポーツ振興に寄与するだけでなく、学校種を越えた一貫指導が可能となる

ため個々の能力を大きく伸ばせることにもつながる。特徴としまして５点ほどあるのです

けれども、複数の種目が用意されている。子供から高齢者まで、初心者からトップレベル



選手まで、地域住民のだれもが年齢・興味・関心・技術・技能レベルに応じて活動できる。

３点目として、活動の拠点となるスポーツ施設及びクラブハウスがあり、定期的・継続的

なスポーツを行うことができる。４点目として、質の高い指導者のもと個々のスポーツニ

ーズに応じたスポーツができる。以上のことについて地域住民が市町村等と協力して主体

的に運営する。これは、あくまでも地域住民たちが協力して運営していくということなの

です。 

 全国の中では福島県もかなり地域で進んでおりまして、「うつくしまスポーツクラブ」と

いうものがありまして、最近ではまた子会社みたいな形で民間版がぼつぼつそこら辺にで

きてきているわけなのです。それを含めた中で、藤岡市はこういった運動や組織が立ち上

がったときに、行政としての支援というよりもサポート的な部分だと思うのです。それに

ついてはどう考えるか。また以前みかぼみらい館の当時理事だったときに理事会でちょっ

とお話させてもらったのですけれども、今、みかぼみらい館の方は文化振興事業団をつく

って文化振興は多くしている部分というのがあると思うのです。藤岡市も一応、今、体育

課ということがあってスポーツ振興という部分でやっていると思うのですが、ある程度社

会体育観点とか持つと広くスポーツというものをとらえた部分の中で、太田市の方なども

そうだと思うのですけれども、財団の中にスポーツ的な振興という要素も取り入れていく

のはどうなのかということで、市長もいるところでちょっとそれはお話させてもらったと

きに、その辺を調べていこうということでお話があったと思うのです。その辺につきまし

ても、その後どうなったのかということもあわせてお聞かせいただきまして、私の質問を

終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

議  長（木村喜徳君） 総務部長。 

総務部長（新井千文君） お答えを申し上げます。 

 最初に、利根村の状況なのですが、私、申しわけないのですが利根村の詳しい状況はち

ょっと勉強していなくて申しわけないのですが、１番のその問題とそれから受注希望型、

いわゆる一般競争入札なのですけれども、その辺の問題をあわせて最初にお答えをさせて

いただきたいと思います。現在、藤岡市におきましては、技術力だとか施工能力だとか、

いろいろな条件を満たす工事につきましては、議会からもそういう声がございましたけれ

ども、可能な限り市内の企業を指名しているのが現状でございます。これは藤岡市に限ら

ず、ほかの市町村においてもそのような状況にあるわけでございます。一般入札で指名を

オープンにしたり、あるいは公募制にした場合、県内の高崎市・前橋市周辺はもちろん、

埼玉県だとかの企業も参加されてくるということが想定されると思います。そういった場

合に、その辺のいろいろな問題があるのか、市内の企業の育成ということとの矛盾をどう

していかなければいけないかというような課題が出てくるかなと思っております。それか



ら、市内企業を全部参加させた場合についても、国においてもコスト縮減、入札落札価格

についてはそれほど変わっていないというような国土交通省のコメントもあるわけでござ

います。いずれにしてもそういった課題がありますので、またコストについては、公共工

事は高いのではないかということがマスコミ等でも指摘されておりますので、これらの問

題を踏まえて委員会で検討していきたいと考えております。 

 それから、設計段階での見直しということはどういう内容なのかということでございま

すが、計画あるいは設計段階で構造・施工方法・維持管理等の検討を行い、コストの縮減

を誘導するように努めていきたいということでございまして、例えば現場で現場打ちをす

る工法あるいは既製品・標準品を活用して現場で施工する方法等がございますが、そうい

ったものが導入されれば工期の短縮等が図られていくというような、そういった計画ある

いは設計段階での見直しという意味でございます。 

 それから最後に、検討委員会はどのくらいということでございますが、月１回程度でご

ざいまして、項目につきまして、現在は総体的な形の中でやっておりますけれども、ご指

摘の重点を絞ってということにつきましても、今後、委員会の中で取り上げていきたいと

考えております。 

 以上でございます。 

議  長（木村喜徳君） 教育部長。 

教育部長（斎藤稔一君） 自席からお答えをさせていただきます。 

 総合型地域スポーツクラブの関係については、笠原議員は私以上にご存じで、私がお答

えするような内容も事前にお話があったようなので、簡単にしたいと思います。この関係

につきましては、文部科学省で平成１２年９月にスポーツ振興計画というものを策定し、

公表しました。この計画の内容につきましては、生涯スポーツ社会の実現に向け、平成１

３年度から平成２２年度、２０１０年になりますが、その間で計画し、そして少なくとも

全国の各市町村にそうした総合型地域スポーツクラブを１カ所育成する、こういうことを

目標としております。具体的には平成７年度からモデル事業が始まりまして、全国に約３，

３００市町村がございますが、このうち６４市町村が既に実施をしております。 

 ちなみに、群馬県では、議員のお話にもありましたが、平成１０年度から３カ年事業で

粕川村が実施をしております。事業費につきまして１，２００万円の２分の１ということ

で、平成１３年度については、話の様子がどうも村ではなかなかそれだけの事業ができな

いということで縮小されている。そういうことで、５００万円の２分の１の事業で現在進

めているそうです。また、同じような事業を太田市も取り組み、また先ほどのお話ですと

新町がやっている、こういうことでありますが、当市におきましても、先ほどの１回目の

答弁でもいろいろお話をさせていただきましたが、有資格者のやはり育成とか確保、それ



から公共施設の有効活用のあり方、こういうものをこれからいろいろ見直しながら、また

既に始めている先進地の実態といいますか、この事業もまだ始まったばかりですから、そ

ういうものをつぶさに見聞しながら、こうしたものを立ち上げる必要があるかな、そんな

ふうに思っております。特にここのメリットは、従来、市の単独予算で取り組んできた事

業もこういう補助事業の中で取り組めるということもあろうかと思っております。 

 それから、スポーツ振興事業団のお話があったように伺いますが、ちょっと突然のお話

だったので私も議員が納得できるようなお答えができるか疑問ですけれども、お話をさせ

ていただきたいと思います。スポーツ振興事業団につきましては、これまで笠原議員から

もいろいろご意見をいただきました。また、行政検討懇談会等においても、いろいろそう

したご意見が寄せられたということで、担当の教育委員会でもこれまでいろいろ検討して

おります。最終的には、今のそうした事業団を設立し対応しないと大きな問題点が残るか

な、そういう中ではそうしたことはないだろうと判断しております。それで、ご案内のよ

うに、この４月から機構改革がございまして、これまで施設は公共施設管理公社でやって

おりました。これが、今、都市建設部の管理課というふうに、縮小という言い方がいいか

は別として、方向転換が図られている中で、今のところ担当部としては積極的にこの問題

については取り組んでおりません。しかし、今の形がベストの状態にあるかというと、実

はそうは思っておりません。 

 それでは、何ができるかということになるのですけれども、やはり一番大事なことは施

設を管理している立場の人間、それから教育委員会の体育課のように住民サイドに立って

利用あるいはスポーツの促進、普及をする立場の人間、それと一番は市民、この３者がや

はり一つのきちんと一元化できるような形で、これからのスポーツ振興を進めるのがいい

のかというように私自身は考えております。では、そうしたときに何を目指していくかと

いうことになりますと、やはり藤岡市のスポーツ振興の拠点というのは市民体育館、ここ

にはいろいろなその他の施設もございます。そういうことで、これはまだ担当課あるいは

関係団体との協議はしておりませんが、比較的やりやすい方法としては、例えば体育課を

スポーツ振興課というような名称に改めて体育館の中に拠点を移し、そしてそこには現在

も施設を管理している管理課がありますので、いつも体育館に行けば市民はそこでいろい

ろなことがみんなわかります。施設の利用もわかるし、行事もわかる。それで、かつあそ

こはもちろん体育館ですから、そういう常日ごろ我々がやっているスポーツ教室とか、そ

れもそこでできますし、そこにはそういう部分に精通した職員もいれば、そういう拠点に

なればいろいろな市民もそこに集まってくることになる。そういうことで、それが今の幾

つかある選択肢の中では一つの選択肢になるかと、そういう場合には議員がおっしゃる事

業団の設立をあえてしなくても、市民サービスの低下というよりは向上につながっていく



かな、こんなことで考えております。これは、まだ私の頭の中だけの話であまり外へ出て

いきませんものですから、これからいろいろそれも含めて検討していきたい、こういうこ

とでとりあえずはご理解をいただきたいと思います。 

議  長（木村喜徳君） 市長。 

市  長（塚本昭次君） 笠原議員の質問でございます。公共工事のコストという問題をテーマにい

ろいろと議論をしていただいておりますけれども、私も笠原議員も同じ業界でいろいろ裏

も表もわかっているというふうにも思いますし、しっかりとした形の中では私どもが……、 

         （笠原議員より「裏なんかない。」と発言あり） 

今、それは言葉のあやでございますので、訂正をさせていただきますけれども、そうした

業界の中にあって十分いろいろ熟知しているというふうに思います。したがって、私はこ

の委員会に積極的にこの処理というか、改革をしていくことが大切なことであり、今、私

があえてこのことについて口を出すということよりも、委員会に付託をしていきたいとい

うふうに思います。よろしくどうぞお願いしたいと思います。 

議  長（木村喜徳君） 以上で、笠原史嗣君の質問を終わります。 

 次に、青柳正敏君の質問を行います。青柳正敏君の登壇を願います。 

              （１４番 青柳正敏君登壇） 

１ ４ 番（青柳正敏君） 議長より登壇の許可をいただきましたので、壇上より、さきに通告してあ

りますＪＲ八高線南藤岡新駅と北藤岡新駅について伺います。 

 平成１２年９月議会の一般質問において、ＪＲ高崎線北藤岡駅設置促進室を設けたらど

うかという質問をしましたところ、その時期が来たら専門セクションを設置したいとのこ

とでありました。が、さきの機構改革において、１係として専門セクションをつくったわ

けですが、どのような進展が見られての専門セクションを設置したのか伺います。北藤岡

新駅設置の早期実現への一手段としてシャトル化を打ち出しているわけですが、南の拠点

駅として南藤岡駅設置基本調査業務委託、これは１，１０２万５，０００円を費やしての

調査であります。その報告書が議員にも配布されたわけですが、その中で南藤岡駅につい

て、平成２７年における利用客予測は８６９人とのことであります。この数字からしては

っきりしたことは、南藤岡駅の設置はあり得ないということではないでしょうか。にぎわ

いふれあいステーション整備事業により助成金を仰いでの南駅設置基本調査ですが、私は

この調査自体が無意味ではと言ってきましたが、南駅の設置が可能かどうかを調査するの

だと言っていたわけであります。北藤岡新駅についても、乗降客３，０００人、最近では

３，０００人から３，５００人という言い方をしていると思いますが、確保が必須条件で

あることからして、南藤岡駅設置は完全になくなったわけですが、この事態を市長はどの

ように受け止めておられるのかお伺いいたします。このままでは、北藤岡新駅設置にも悪



影響が出てしまうのではないでしょうか。南藤岡駅がシャトル化の拠点駅として考えられ

なくなったわけですので、埼玉県側に拠点駅を探さなくてはならないかと思いますが、こ

うした作業を進めているのか、していないとしたら今後シャトル化実現のために埼玉県側

に拠点駅を求めていくのかをお聞かせ願います。 

 北藤岡新駅について伺います。北藤岡新駅の駅勢圏人口の増加を図ることは大変なこと

であります。乗降客３，０００人の確保を図ることよりも、北藤岡新駅への面的な整備の

充実を早急に図るべきと思うわけであります。北藤岡新駅へのアクセス道路の整備はどの

ようになっているのか。関連する道路の整備状況をお聞かせ願います。国道１７号線や前

橋長瀞線からの進入路、北部環状線・都市計画道路中・上大塚線の現状と今後の整備計画、

また駅利用者のための駐車場の整備はどのようになっているのか、駐車場用地の確保は、

駅前広場の整備等、今後の取り組みについてお聞かせ願います。ＪＲからの要望である駅

勢圏問題とアクセス道路整備に全力を注ぎ、長年の念願である北藤岡新駅の駅舎建設が図

れるよう万全を期するべきですが、北藤岡新駅設置の条件整備についての市長の取り組む

姿勢をお聞かせ願います。 

 以上で１回目の質問を終わります。 

議  長（木村喜徳君） 企画部長。 

              （企画部長 田中信一君登壇） 

企画部長（田中信一君） 青柳議員の質問にお答えをいたします。なお、針谷議員へのお答えと重複

する場合がございますが、ご理解をいただきたいと思います。 

 初めに、本年４月の機構改革により、企画部企画課の方に新駅インター周辺開発係が設

置されたわけでございます。その後の事業の展開につきましてでありますが、４月以降に

おきましてはＪＲ東日本高崎支社及び群馬県交通政策課と定期的な勉強会を開催させてい

ただき、また月に一、二回程度訪問いたしまして新駅設置についての話を伺う中で、その

課題等について協議、検討を行うとともに、区画整理事業等の進捗状況の説明や周辺地域

の状況などについての情報交換を行っておるところでございます。 

 次に、南藤岡駅設置基本調査の利用者予測についてですが、議員の言われるとおり、平

成２７年において８６９人の利用者となっておるわけでございます。しかし、本調査は本

市の鉄道交通の充実を図ることにより、定住の促進、交流人口の拡大、就学・就業の場の

拡大へと展開し、将来の藤岡市の均衡ある発展につなげたいと考え、また市民からの要望

の強いＪＲ八高線の運行本数増やＪＲ高崎線とのアクセス改善など、ＪＲ八高線の利便性

向上とＪＲ八高線南藤岡駅を核とする定住拠点の創出、並びに南部地域の振興を図ること

を目的にＪＲ八高線南藤岡駅設置基本調査したものであります。さらに、この数字につい

ては開発に伴う駅利用者を検討していないもので、今後の藤岡市南部地域の発展構想によ



る利用者予測を加えれば数字的には増加するものと考えておりますので、南藤岡駅の設置

構想が完全になくなるものではないと考えております。また、南藤岡駅がシャトル化の拠

点駅として考えられなくなったので、その後の対策についてのご質問でございますが、先

ほども述べましたように、私どもといたしましては完全に南藤岡駅設置構想がなくなった

とは考えておりません。今後もＪＲ八高線の利便性の向上、それに伴う中心市街地の活性

化、そして市の南部地域振興などを見据えて、新駅設置に向け周辺整備等について推進し

ていく考えでおります。また、増発のための検討では、南藤岡新駅以外の駅により折り返

し運転を行うことにより、列車間隔を短縮、列車本数を増加でき、それにより利便性が向

上するとありますので、それも一つの方法と考えており、今後の課題として検討していき

たいと思っております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

              （都市建設部長 須川良一君登壇） 

都市建設部長（須川良一君） 青柳議員の質問の北藤岡新駅建設にかかわるアクセス道路整備並びに

駐車場整備について、お答えをさせていただきます。 

 初めに、北藤岡新駅建設にかかわるアクセス道路でございますけれども、北藤岡駅周辺

土地区画整理事業では、北藤岡駅北口への進入路として国道１７号線から幅員１７メート

ルの道路を計画し、事業計画の中に位置づけております。この進入路の整備については、

区画整理事業の中で仮換地案の整備調整作業を経て仮換地指定を行い、建物移転を進めな

がら道路の整備を実施することとなりますので、北藤岡新駅設置の進捗状況を見ながら、

できる限り早い時期に整備を進めたいと考えております。 

 次に、南口の前橋長瀞線からの進入については、当面都市計画道路藤岡インターチェン

ジ北口線の整備並びに現道を利用したアクセスを考えております。藤岡インターチェンジ

北口線は幅員１６メートルで、区画整理事業の中で整備を図る予定でございます。また、

公立藤岡総合病院の外来棟からのアクセスについては、同外来棟のアクセス道路から区画

整理区域内までの都市計画道路森本郷線を平成１４年度から事業着手する予定でございま

す。また、間接的なアクセスとしての都市計画道路北部環状線については、現在、国道２

５４号線から神流川緑地入口までの延長約１，１００メートルの区間について平成１２年

度より事業を進めており、本区間の事業の進展を見ながら引き続き産業道路までの事業化

を進めていきたいと考えております。また、都市計画道路藤岡インターチェンジに接続す

る都市計画道路中・上大���線については、中地区から寺尾藤岡線に至る延長約２，１

００メートルのうち、第１工区として中地区から延長１，２６０メートルについて平成１

２年度から平成１６年度までの５カ年計画で事業を実施しております。残る延長約８４０



メートル区間についても第２工区として引き続き事業を実施する予定であり、全線の早期

開通に努めたいと考えております。 

 次に、駐車場用地の確保についてですが、新駅設置のための駅舎用地として駐車場用地

を含め面積約１，５００平方メートルの土地を保留地として生み出す予定です。駐車場用

地については本面積では不足することが懸念されますが、地権者の中に駐車場経営を希望

する方もおりますので、不足分については民間駐車場により、かなりの面積が確保できる

ものと考えております。 

 最後に、駅前広場についてですが、南口の駅前広場については、面積約３，８００平方

メートルを広場用地として都市計画決定しておりますので、今後、仮換地指定を行い、平

成１４年度には粗造成ではありますが整備していきたいと考えております。また、北口の

駅前広場については面積約２，４００平方メートルを保留地として生み出す予定になって

おります。 

 以上のように、アクセス道路・駐車場・駅前広場等の施設については計画的な事業の推

進に努めております。しかしながら、今日の公共事業を取り巻く社会経済情勢は財政的に

非常に厳しい状況にあり、円滑な事業の推進には多くの困難が伴いますが、新駅設置に合

わせてこれらの施設が計画的に整備できるよう最大限努めてまいりたいと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 市長。 

              （市長 塚本昭次君登壇） 

市  長（塚本昭次君） 青柳議員の質問にお答えをいたします。 

 この南藤岡駅の問題については、考え方そして事業等については以前から私が申し上げ

ているとおりでございます。今日、また企画部長の方から答弁した考え方で私どもはやり

たいというふうに思っております。 

 以上です。 

議  長（木村喜徳君） 青柳正敏君。 

１ ４ 番（青柳正敏君） ２回目ですので、自席より質問させていただきます。 

 新駅インター周辺開発係が設置されて４月以降、ＪＲまた関係機関と定期的に勉強会を

開いているということであります。月に一、二回程度はＪＲ東日本高崎支社との中でもろ

もろの案件について協議、検討がなされているということは大変結構なことだというふう

に感じております。 

 八高線南藤岡駅設置基本調査により、駅舎建設は非常に難しい中でも駅舎をつくるとい

うことについては何とかできるのではないか。ただ、乗降客が３，０００人または３，５

００人というような、この確保が提示されているという中においては非常に難しいという



平成２７年度の予測、これは８６９人という数字をもう少し厳粛に受け止めるべきではな

いかと思うわけであります。この答弁書の中においても、今の答弁の中で、藤岡市の南部

の開発構想による利用者予測が加算されていないということを市側は言っているわけです。

昨年の質問の折にも言ったと思いますけれども、藤岡市としてあの南部地域をどのように

開発し、またどのような形でそれを市民に受け入れてもらい、ここに大きなまち、または

いろいろな形での発展を計画する、そういったものが何もない中で駅だけをつくる。駅を

つくるという、駅建設ありきといったような形の進め方というのは少しおかしいのではな

いかと思います。 

 １，１００万円からのお金をかけて信頼できるＪＲコンサルタント、そういったところ

にしていただいた調査結果が、平成２７年においてもまだ８６９人という数字を出してい

るということは、北駅から考えてもやはり北駅でも３，０００人、３，０００人というこ

とを言われている。そういう中において、いつになってＪＲが言うような採算ペースト的

な形の中での駅舎建設というのに達するのかということを考えたときに、これは非常に難

しい。こういった２０年も３０年も先の話、確かに可能にはなるかとは思いますけれども、

今時点においてはやはり地区の方に対してこの調査結果、１４年先においてもこういう数

字です。これでは当分の間は駅舎をつくることはできませんということを、はっきりと言

うべきではないかと思います。みんな夢だけを与えて、市長、確かにできるとは思います。

でも２０年、３０年も先、そのことを今からできる、できる、つくってやる、つくってや

る、またそういうふうに思い込んでいる住民の方も大勢いると思います。もう少し現在が

どうである、だから２０年先、３０年先にはやはり駅をつくれるようなまちをつくりたい、

そのためには地域の開発計画、こういったものをしっかりつくって、それにのっとった中

で、そのための交通機関をどうするかといったときに、初めてそれではＪＲというものを

利用するのがいいのか、道路整備という中で幹線道路をしっかりしたものをつくった方が

いいのか、そういった論議になってくるのではないかと思います。私は、この南駅建設と

いうものの調査にかけたお金、大変このままではむだ遣いになってしまうのではないかと

思ってなりません。 

 シャトル化の問題ですけれども、北駅を一日も早く建設したいというような中で、南の

拠点としての南駅、シャトル化の拠点、そういったものにおいても、やはりこのままでは

できないと言っていいのではないかと思えてなりません。この報告書の中においても高崎

から北藤岡駅、これが８．４キロメートルぐらい、そういった中で同じぐらいの距離を南

に求めた中で、拠点駅をということも考える中で非常に重要な一つの考え方ではないかと

いう報告もこの報告書の中に載っております。そういったときに、本当に拠点駅を早急に

しっかりとした計画の中で考えるというのであれば、埼玉県側のそういった駅に実際に働



きかけをする、こういったことも必要ではないかと思うわけですけれども、こういったこ

とをするつもりがあるのかどうか、この点について伺います。 

 北藤岡周辺区画整理事業の進捗や、外郭からのアクセス道路の整備の進め方からして何

年ぐらいで一定の条件整備ができるのかお聞かせ願います。条件整備ができたと思われる

ときが、藤岡市として北藤岡新駅駅舎建設の一つの目安としての時期ではないかというふ

うに思われるわけであります。市としても、こうした予測をするのは大変難しい点もある

と思いますが、北藤岡新駅駅舎建設の時期をどのように見ているのか伺います。 

 北藤岡駅勢圏人口を駅周辺区画整理地区から生み出すのは大変な年月を要するものでは

ないかと思われます。先ほどの針谷議員の質問におきましても、この区画整理の完成年度

が１０年ぐらい計画よりも延びるのではないかというような中で、その中に駅を利用とい

う乗降客を生むのは大変な年月・時間・費用等もかかるというふうに思うわけです。私は

北藤岡駅設置への早道、これは寺尾藤岡線バイパスの早期建設こそが大変重要な役割を果

たしてくれるのではないかと思います。駅勢圏として取り組む方策、その中で寺尾藤岡線、

これを早く完成させる。烏川橋梁新設ができれば、高速道路の藤岡インターの利用圏とし

て高崎の寺尾から石原地区までが、藤岡インター圏に取り組めると思いますし、北藤岡駅

勢圏としても山名町や木部町・阿久津町・根小屋町といった高崎南部地域を一度に北藤岡

駅勢圏人口として加算できる条件を整備すること、これは非常に大事なことだと思うわけ

であります。乗降客は、そうすれば３，０００人から３，５００人といったことは、すぐ

にも確保できるのではないかと思うわけであります。寺尾藤岡バイパス線の鏑川橋梁建設

促進の働きかけはなされているのか伺います。 

 私は、遠距離からの北藤岡駅利用客のためにも駐車場の確保も重要な問題であると思い

ます。１，５００平方メートルの土地を駅舎用地を含めた中での確保ということでありま

すが、何台分の駐車が可能な用地が確保できるのかも伺い、２回目の質問といたします。 

議  長（木村喜徳君） 企画部長。 

企画部長（田中信一君） ２回目の質問でございますので、自席からお答えをさせていただきます。 

 まず、最初の人口の動態についてでございますけれども、議員ご指摘のとおり、藤岡市

では平成２５年ぐらいに人口が減少していくと予測をされておるわけでございます。しか

し、人口動態は現在の人口状況と特殊出生率とを勘案して推計したものでありますので、

当然このままの状況で推移すれば藤岡市の人口は減少していくというふうに予測をいたし

ておるわけでございます。しかし、行政といたしましては、将来の藤岡市の発展を見据え

た施策として、ゆとりある住環境を実現するため、公的な団地造成等により優良な住宅供

給や住環境の整備に努めることによりまして、開発に伴う転入人口などの増加もあり得る

と考えておるところでございます。 



 次に、南藤岡駅利用者が平成２７年においても８６９人という結果では駅の設置は無理

で、今後３０年ぐらい駅はできない旨を市民に伝える考えがあるか、こういうご質問でご

ざいます。私どもはこの報告書を読む限りでは、駅設置は無理であるとは考えておりませ

ん。また、私どもといたしましても、いますぐ設置できるものとも考えてはおりません。

本調査は、一番基本的な駅の条件として、線路の勾配、線形の輸送上・技術上において設

置が可能か、市民からの要望の強いＪＲ八高線の運行本数増やＪＲ高崎線とのアクセス改

善など、ＪＲ八高線の利便性向上について調査したもので、提案されました課題を今後、

長期的に取り組む考えでおりまして、先ほども申し上げましたように、駅設置予定地周辺

地域のまちづくりを進めることが第一と考えております。本調査の内容を市民に伝えるこ

とにつきましては、報告書の全文を対処するには文字数等の関係もありますので、今後検

討させていただきたい、このように思っております。 

 また、シャトル化の拠点駅を埼玉県へ求める考えがあるかとの質問でございますが、１

回目の質問でお答えをしたように、埼玉県側の駅での折り返し運転が可能であり、ＪＲ高

崎線の活性化、増便等利便性の向上が図られるのであれば、駅設置の施設整備についても

ＪＲの決定事項である、今後十分協議をし、それが改善の方策と判断された場合には、Ｊ

Ｒ及び埼玉県の自治体等と調整をしていきたいと考えております。 

 続きまして、北藤岡駅の設置の時期についてのご質問でございますが、設置については

ＪＲの決定事項でありますので、行政といたしましては何年度建設と確定しての回答は現

状ではできかねますが、これまでの相当の年数を要しているＪＲ高崎支社との調整が完了

したとして、その後五、六年で開業ができるものと考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

都市建設部長（須川良一君） ２回目の質問にお答えをさせていただきます。 

 現在、北藤岡駅周辺土地区画整理事業及び先ほどのアクセス道路の整備を鋭意推進して

おりますが、新駅設置に必要なそれらの整備は何年経てばその条件を満足させることがで

きるのかということだと思います。先ほど、整備促進の状況を説明させていただきました

が、間接的アクセスについては一事業認可区域、およそ５年間で完了することを原則とし

て事業を進めておりますので、おおよそ今後１０年ぐらいで完了の予定でございます。そ

して、区画整理事業の中で進めている道路については、仮換地指定の地権者調整がどのく

らいで了解していただけるか、また先ほど申し上げましたように、現状の財政状況からし

て、どのくらいの財政投資ができるか、これらいろいろと条件がありますが、新駅設置に

向けてそれに合わせるべく鋭意努力してまいりたいと考えております。 

 次に、駅勢圏人口に加算できる高崎南部地域を結ぶ主要地方道寺尾藤岡線バイパスの建



設促進についての働きかけをしているかということだと思いますけれども、議員がご案内

のとおり、主要地方道寺尾藤岡線バイパス建設促進協議会を高崎市と平成６年に発足し、

関係県議会議員や関係地域の市議会議員の協力をいただき、毎年関係機関、主に群馬県に

要望活動を実施しております。また、昨年度県において費用対効果の調査も行っていると

いうことも聞いております。そして、藤岡市では当バイパス建設の促進を図るため鏑川橋

梁の新設のアクセスとして、都市計画道路中・上大塚線の建設ですが、これは青柳議員に

特にお世話になりました。昨年度より事業展開をしております。このバイパスの建設は議

員が言うように藤岡市の発展に欠かせないものでございますので、今後においても関係各

位にご協力をいただきながら、なお一層の効果が上がる要望活動を展開してまいりたいと

考えております。 

 次に、遠距離から当駅利用者のための駐車場の問題ですが、現在の計画では駅舎を含め

て約１，５００平方メートルを予定し、この中への駐車可能台数は約５０台と考えており

ます。しかしながら、先ほど来申し上げていますことが実現したときには相当数の駐車場

利用者があるものと思います。これらにつきましては、民間活力による駐車場を期待した

いというふうに考えております。 

 以上、答弁とさせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 青柳正敏君。 

１ ４ 番（青柳正敏君） 区画整理におきましても順調に進んでいるというような中で、全体的な完

成年度、これが１０年ぐらい延びるのは仕方ないということであります。こういったこと

も含め、また道路整備におきましてもこの区画整理の中で行う道路、またその外側として

のアクセス、こういったものもあと２期工事区間といいますか、５年ぐらいずつで１０年

ぐらいというようなお話であります。そういった時期がやはり藤岡市として、これだけ整

備ができました、ＪＲさん北駅をぜひつくらせてくださいと強く言える一つの時期ではな

いかと思います。区画整理にも今後大変な資金・費用がかかるということでもありますし、

こういった事業、道路整備においても費用はかかります。ぜひ、市長、こういったことの

予算化というものにつきまして、特段の配慮をお願いしたいわけであります。 

 広域合併という話も順次進んでくると思います。どのような組み合わせになるかははっ

きりしませんけれども、いずれにしろ藤岡市・高崎市というのは綿密な関係を保ちながら

お互いが発展する、これを考えないで地域の発展、こういうものもあり得ないのではない

かと思います。そうしたときに、鏑川の橋梁新設、これは非常に重要な問題であると思い

ます。先ほども答弁の中で、この主要地方道寺尾藤岡バイパス線の建設促進協議会、こう

いった中での働きかけがありますけれども、これとは別の形ででも、藤岡市独自ででもま

た別な方法を探しながら、県またはそういった関係機関への働きかけというものを独自に



していくべきではないかと思うわけです。こういったことについての予算、またこういっ

た今までできている特別の建設促進協議会、これとは別の組織で、藤岡市独自でもって働

きかけをするといった考えがあるかどうかを伺いまして、質問を終わらせていただきます。 

議  長（木村喜徳君） 都市建設部長。 

都市建設部長（須川良一君） お答えをさせていただきます。 

 現在、高崎市を事務局として促進協議会が設置されました。毎年いろいろ県議会の皆さ

ん、または市議会の皆さんに大変お世話になりまして陳情活動をさせていただいておるわ

けでございます。そういった中で、別な形でもっと効果の上がる要望活動、また建設が促

進できる形のものをやったらどうかということでございます。これらにつきまして、また

今後いろいろと皆様方にお世話になりながら、またいろいろと教えていただきながら検討

させていただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 

議  長（木村喜徳君） 以上で青柳正敏君の質問を終わります。 

 以上で発言通告のありました質問は全部終了いたしました。 

     ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

           散     会 

議  長（木村喜徳君） 以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

                                   午後０時８分散会 


